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議 会 運 営 委 員 会 記 録

◇開会日時 平成２５年１１月１４日（木曜日）

午後４時１５分 開会 午後４時３８分 閉会

◇開催場所 第２委員会室

◇出席委員

委 員 長 齊 藤 秀 雄 議員 副 委 員 長 吉 田 けさみ 議員

委 員 阿 部 かをる 議員 委 員 待 鳥 美 光 議員

議 長 菅 原 満 議員 副 議 長 栗 原 次 男 議員

委 員 外 議 員 金 井 伸 夫 議員

学校建設等特別委員会委員長 栗 原 次 男 議員（兼務）

◇欠席委員 なし

◇出席説明員 なし

◇事務局職員

議会事務局長 冨 澤 勝 広 議会事務局次長 本 間 修

議事課長補佐 平 川 京 子 主 事 日下部 直 美

◇本日の会議に付した案件

特定事件４ 特別委員会の設置及び変更に関することについて

特定事件８ その他議会運営に関することについて

市民からの要望について
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午後 ４時１５分 開会

○齊藤秀雄委員長 ただいまから、議会運営委員会を開会します。出席委員数が定足数に達し

ていますので、会議は成立しています。なお、会議には議長とオブザーバーとして副議長兼学

校建設等特別委員会委員長と１名の委員外議員に出席を求めていますことを報告いたします。

本日の議題は、特定事件４、特別委員会の設置及び変更に関することについて、特定事件８、

その他議会運営に関することについてとして、市民からの要望等についてです。

初めに、特定事件４、特別委員会の設置及び変更に関することについてです。学校建設等特

別委員会から決定事項の報告があります。

学校建設等特別委員会委員長。

○栗原次男学校建設等特別委員会委員長 先ほど、学校建設等特別委員会を開催し、特別委員

会の方向性としては、このまま執行部から報告を受ける形式で特別委員会を継続することと決

定しました。申し合わせ事項としまして、一般質問の取り扱いについては、今年度の12月議会

より一般質問もできるということで、特別委員会では決定させていただきました。

以上、報告申し上げます。

○齊藤秀雄委員長 続きまして、ただいまの委員長の報告に関連して、議長から発言がありま

す。

議長。

○菅原満議長 今、特別委員会の委員長から報告がありました。

特別委員会が継続となります。特別委員会は閉会中に開催するとなっておりますので、閉会

中に報告を受けるという形になります。それから、議案の付託先についてですが、基本的には

予算等につきましては、文教厚生常任委員会にするのが適当かと存じます。

それから、一般質問は12月議会から可能とすると、申し合わせについては、学校建設等特別

委員会については例外として一般質問ができる旨、申し合わせを行うという形で御協議をいた

だきたいと思います。

なお、議案などの付託先について文教厚生常任委員会か、あるいは学校建設そのものだけに

関するものかということで、扱いについて協議が必要となる場合がございます。特に陳情など

についてでありますが、それらについては具体的な案件が出ました段階で議会運営委員会で御

協議願いたいと思いますが、その点について協議、確認を願いたいと思いますのでよろしくお

願いします。

○齊藤秀雄委員長 ただいまの委員長からの報告並びに議長の発言を踏まえ、学校建設等特別

委員会の方向性について御協議願います。

まず、皆さんの合意を得られたこととしては、学校建設等特別委員会は継続するということ

で、これはよろしいかと思います。

従前のとおり特別委員会は閉会中に報告を受けるのみと、あと議案が発生した場合の付託先
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は文教厚生常任委員会とすると、これも皆さんの合意を得ています。また、一般質問は12月議

会から可能となるということですね。

となると、あと陳情等の取り扱いについて、付託先をその都度検討するのか、案件自体がだ

いたい文教厚生常任委員会だと思いますが、御意見求めます。

吉田委員。

○吉田けさみ委員 請願・陳情等によっては文章の内容によって、議長からも提案があり、委

員長も確認として発言されているんですけれども、その都度、内容によっては特別委員会が適

切なのか、委員会が適切なのか協議していくということでいいのではないかと思います。

○齊藤秀雄委員長 阿部委員。

○阿部かをる委員 吉田委員のおっしゃったとおりだと思うんですけれども、ただ、特別委員

会は閉会中に行うとなっていると、その陳情が出されるタイミングとかを考えるとどうしたら

いいのかと思うんです。どうしたらいいのでしょうか。

○齊藤秀雄委員長 議長。

○菅原満議長 基本的に、議会で付託を決定しなければいけないので、議会が開会されないと

できないということになります。議会運営委員会で確認して議会で付託先を決めるということ

になります。閉会中の継続審査で特別委員会が続くということになりますので、阿部委員御指

摘の問題点は当然出てくるということになります。文教厚生常任委員会の委員が特別委員会の

委員でもあるので、基本的にはその都度協議するという形でお話し申し上げましたが、今御指

摘の問題点もあるということも踏まえると、議案については文教厚生常任委員会でしかるべく

出されて、直近の議会で結論を出していくというのが望ましいのかなというのは御指摘のとお

りだと思います。その点、あらためて御意見、御協議をいただければと思います。

○齊藤秀雄委員長 皆さんの意見を募ります。用は、請願・陳情の扱いについて、どの受け皿

にするかに関してでございます。それが決まれば、決定事項になります。

待鳥委員。

○待鳥美光委員 基本的に今おっしゃいましたように、文教厚生の委員も全員、学校建設等特

別委員会には出ているわけなので、議会開会中に審議をしてということであれば、常任委員会

に付託をするのがいいのかなと思います。

○齊藤秀雄委員長 金井議員。

○金井伸夫委員外議員 私も常任委員会に付託をするのがすじかなと思いました。

○齊藤秀雄委員長 それでは、吉田委員のおっしゃったところもそうそう違いはないですよね。

請願・陳情に関しても当然議運で確認しますが、基本的な付託先としては文教厚生常任委員会

を受け皿としていくということで決定してよろしいですか。

〔「はい」という声あり〕

それでは、以上のとおり決定させていただきます。これで学校建設等特別委員会の方向性に

ついてはよろしいですね。
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次に進みます。特定事件８、その他議会運営に関することとして、市民からの要望等につい

てです。お手元に配付しました資料をご参照ください。11月６日の受付日のものについては回

答案のとおり回答しております。また、11月11日の受付日のものについては、回答案のとおり、

回答の処理を進めているところです。また、11月13日の受付日のものはまだ回答を作成してい

ない状況でございます。これについて、説明の補足を願います。

議長。

○菅原満議長 今、委員長からお話しがありましたとおり、本会議の粗稿について、市民サー

ビス向上のため、三郷市議会では公開しているようでございます。和光市議会でも、公開して

ほしい旨ありましたけれども、粗稿であるということで、誤字脱字、不穏当発言などの確認、

精査、校正をおこなって現在も会議録作成をしております。

また、この作業を含めると、紙ベースの粗稿が届き会議録が納品されるまで約６週間、閉会

日からだと納品までおよそ２カ月かかると、よって会議録の公開は次期議会告示日前後となっ

ております。会期中の委員会記録も含めて、同時に作業しております。その間、録画中継で対

応してきておりますので、やはり粗稿であるということで、誤字脱字、空白部分、あきらかな

間違い、不穏当発言等もございます。そういったこともありますので、紙ベースでの公開は和

光市議会としては行わず、インターネット録画中継を活用していただきたいということできて

おりますので、その点についてあらためて共通認識として御確認、御協議をいただきたいと思

います。また御意見があればお願いします。

それからもう１点、議長公務日程を公開ということで、この件につきましては、あくまでも

公務を行ったことについて報告をインターネットのホームページ上で行っております。ですの

で、予定されているものについてはあえて公開しておりません。

それにつきましても、市長と違いまして、確定していないもの、あるいは急遽入るもの、そ

ういったものもございます。また、議会として議長としては行ったことについて、きちんと報

告をさせていただいているということで、予定についてはあくまでも議会の議長という立場で

ございますので、行ったことの御報告をさせていただいているということできております。

この点については、あらためてこういった旨で回答を考えているということでございます。

この点についても御意見ございましたらお願いします。

○齊藤秀雄委員長 ただいま、議長から補足説明がありました。それでは、会議録の公開、粗

稿の取り扱いについて、御協議願います。御意見ございますか。議長の立場から粗稿に関して

の時間的な流れも御説明いただきましたので、それは御理解いただけると思います。

阿部委員。

○阿部かをる委員 「三郷市を初め、速報版を公開している自治体が多数あります。」という

ことなんですが、そんなに多数あるのですか。和光市だけが公開していないということなんで

すか。この辺が確認できたらと思うのですが。この方はそうおっしゃっての公開をということ

ですが。
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○齊藤秀雄委員長 これを見ると、速報版を公開している自治体が多数ありますと書いてあり

ますね。速報版で、時期的なものがどうなのか、細かくは書いてないですけれども。

阿部委員。

○阿部かをる委員 多数あるというのが、これは確認しないといけないなと思うのと、本当に

申し訳ないんですけれども、和光市では不適当発言、不適切発言が多いので、誤解を招いてし

まうというところも考えないといけないかなというのがあります。

○齊藤秀雄委員長 今の意見も確かにありますね。それによって時間がかかるということも原

因になっているわけですよね。言ったとおりの言葉を表記すればよろしいのでしょうけれども、

それをまたチェックしなければいけない、確認をとらなければならないという環境にあるとい

うのもひとつの原因かと思います。

栗原副議長。

○栗原次男副議長 議長が言われたとおり、やはり私も粗稿を見させていただきますと、やは

り正式な文書として皆さんに報告するしかないと思います。勘違いされる部分が非常に多くな

ると思いますので、この方に対する対応は、申し訳ないけれども正式なものができてから報告

しますと、いままでどおりでいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○齊藤秀雄委員長 吉田委員。

○吉田けさみ委員 今のところは、和光市では録画中継を速やかに公開していますので、見た

ければ何日後かにはすぐに見れるという状況をつくり出していますから、すぐに議会の動きを

知りたいということであれば、これで十分事足りる状況ではないかと思うんです。だから、粗

稿をつくって、粗稿をそのまま公開していくということなしで、とりあえず録画中継を続けて

いくということでいいのではないかと思います。予算とのからみもあると思いますし、そう思

いますが。

○齊藤秀雄委員長 金井議員。

○金井伸夫委員外議員 粗稿と正式なもの、２度つくる、公表するというのは手間がかかりま

すから、そこまでやる必要はないのではと思います。

○齊藤秀雄委員長 それでは、皆さんの御意見の流れから、会議録の公開、粗稿の取り扱いに

ついてですが、従前どおりということで決定してよろしいですか。

〔「はい」という声あり〕

それでは、以上のとおり決定させていただきます。

議長。

○菅原満議長 議長の公務報告の関係についても御意見をお願いしたのですが、基本的には従

来どおり報告を載せさせていただくということで回答を考えておりますが、いかがでしょうか。

御意見があればお願いします。

○齊藤秀雄委員長 議長の公務報告について事前通知という要望が出ていますが、議長の立場

からすると結果報告という従前どおりの形で対応したいという議長からの話です。
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阿部委員。

○阿部かをる委員 他市では議長の予定というものを公開しているのですか。ここまで熱心に

公開を求めていらっしゃるので。

○齊藤秀雄委員長 議長。

○菅原満議長 近隣を見ますと公務報告もない議会が多いと、私自身はそう受け止めておりま

す。公務日程までということについては、私の調査が全国の議会を確認しているわけではあり

ませんけれども、予定までというのはまだ私自身は確認しておりません。公務報告はいくつか

やられているところは出てきております。

○齊藤秀雄委員長 副議長。

○栗原次男副議長 この質問者は何名の方なのですか。

○齊藤秀雄委員長 １名です。

それでは今の議長公務の予定に関しては従前どおりに対応していきたいと思いますが、決定

してよろしいですか。

〔「はい」という声あり〕

それでは決定いたしました。事務局におかれましては、回答の処理をお願いします。

以上で審議事項は終了しました。本日の会議の記録は委員長に一任願います。

次回の議会運営委員会は、11 月 26 日火曜日９時半から、特定事件１、次の議会の会期予定

についてを議題として開催します。

そのほかに、何かございますか。

阿部委員。

○阿部かをる委員 議会報告会の反省点などが今日までということで出されていると思うの

ですが、その状況など議運の委員として把握したいと思うんです。またそれを次回に生かして

いくとか、そういうことも必要かと思います。今日まででしたよね。

○齊藤秀雄委員長 休憩します。(午後 ４時３６分 休憩）

再開します。(午後 ４時３７分 再開）

先ほど申し上げました、11月26日９時半からの議会運営委員会で特定事件８、その他という

ことで、議会報告会の反省点の洗い出し、次回に向けての改善点等の時間を持ちたいと思いま

すので御理解ください。阿部委員、それでよろしいですか。

○阿部かをる委員 はい。

○齊藤秀雄委員長 それでは以上で議会運営委員会を閉会します。

午後 ４時３８分 閉会
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